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 韓国特許法上の拒絶理由（無効事由）および立証責任の分配 

＜主要な権利障害規定の要件事実＞ 

 新規性が欠如している発明だという事実 

 進歩性が欠如している発明だという事実  全体拒絶理由の約７５％** 

 先願・拡大された先願に違背しているという事実 

 新規事項の追加に該当するという事実 

＜主要な権利根拠規定の要件事実＞ 

 産業上利用できる発明をしたという事実 

 記載要件を満足するという事実  全体拒絶理由の約２５％* 

 発明の単一性要件を満足するという事実（無効事由ではない） 

 新規性例外事由が存在するという事実 

権利の存在を 

主張する者 

* 記載不備と進歩性欠如の拒絶理由が共に発行される場合は、全体拒絶理由の約５０％ 

権利の不存在を

主張する者 

* 引用例が２個以上となる場合が大部分 

「。。。特許発明が引用発明に比べて進歩性
が無いという点を認めてもらうためには、そ
れを主張する者が特許発明を無効とさせら
れるほどの十分な立証をしなければならな
い。。。」（特許法院 ２０００年１０月２６日 言
渡２０００Ｈｅｏ３３４判決） 



韓国の進歩性関連実務および 
判例の変化動向 I. 概要 

4 

 韓国特許法第２９条第２項 

特許出願前にその発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が第１項各号のいずれか一つに該当する

発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明については、第１項の規定にかかわらず、特許を受

けることができない。 

米国 

欧州 

中国 

(AIA 35 U.S.C. 103) A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed 

invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention 

and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective 

filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention 

pertains…. 

 

(EPC Article 56) An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of 

the art, it is not obvious to a person skilled in the art…. 

 

(Chinese Patent Law Article 22) Inventions and utility models for which patent rights are to be granted shall be 

ones which are novel, creative and of practical use…Creativity means that, compared with the existing 

technologies, the invention possesses prominent substantive features and indicates remarkable advancements, 
and the utility model possesses substantive features and indicates advancements.  
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 進歩性判断に関する韓国の審査基準（１） 

 

進歩性の判断の対象となる発明は、請求項に係る発明である。審査官は、請求項に係る発明の進歩性の判断

を、先行技術に基づいて、当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたことの論理の構築(論理付け)がで

きるか否かを検討することにより行う。当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたか否かの判断には、進

歩性が否定される方向に働く諸事実及び進歩性が肯定される方向に働く諸事実を総合的に評価することが必

要である。そこで、審査官は、これらの諸事実を法的に評価することにより、論理付けを試みる。 

 

「特許法第２９条第２項において進歩性の無い発明に対し特許が付与できないようにした理由は、従来技術と同

様ではないというだけで、技術的な効果においてより優れていなかったり、改善の程度が微々としていたりする

技術に対し特許権を付与することは、技術の発達に貢献した者に対し、その公開の代価として独占排他権を付

与する特許制度の趣旨とも合わないようになるだけでなく、このような特許権により第三者の技術実施が制限さ

れることに繋がり、産業発展に寄与しようとする特許制度の目的に反することになるからである。 

韓国の 

 

 

審査基準 

日本の 

 

 

審査基準 

特許法第２９条２項の趣旨 

進歩性の判断に係る基本的な考え方 

 

審査官は出願当時に通常の技術者が直面していた技術水準の全体を考えようと努力すると同時に、発明の説

明及び図面を勘案して出願人が提出した意見を参酌し、出願発明の目的、技術的な構成、作用効果を総合的

に検討し、技術的構成の困難性を中心に目的の特異性及び効果の顕著性を参酌して総合的に進歩性が否定

されるか否かを判断する。[２００７Ｈｕ１５２７、２００１Ｈｕ８１２、９７Ｈｕ２２２４] 

進歩性判断の方法 
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 進歩性判断に関する韓国の審査基準（２） 

(1) 審査官は、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に関し、進歩性が否定される方向に働く要素(3.

1参照)に係る諸事情に基づき、他の引用発明(以下この章において「副引用発明」という。)を適用したり、技術

常識を考慮したりして、論理付けができるか否かを判断する。 

(2) 。。。(3) 上記(1)に基づき、論理付けができると判断した場合は、審査官は、進歩性が肯定される方向に働く

要素(3.2参照)に係る諸事情も含めて総合的に評価した上で論理付けができるか否かを判断する。 

(4) 上記(3)に基づき、論理付けができないと判断した場合は、。。。 

 

（１） 請求項に記載された発明を特定する。この場合、請求項に記載された発明の特定方法は ｢第２章の新規

性判断｣と同様である。 

（２） 引用発明を特定する。この場合、引用発明の特定方法は ｢第２章の新規性判断｣と同様であり、複数の引

用発明を特定することも可能である。引用発明を特定する時は請求項に記載された発明と共通する技術分野

及び技術的課題を前提に通常の技術者の視覚から特定しなければならない。 

（３） 請求項に記載された発明と「最も近い引用発明」を選択し、両者を対比してからその相違点を明確にする。

相違点を確認するときは発明の構成要素間の有機的結合性を勘案しなければならない。より具体的には、発

明を成す構成要素中、有機的に結合されているもの同士では構成要素を分解せずに結合された一体として引

用発明の対応する構成要素と対比することにする。 

（４） 請求項に記載された発明が最も近い引用発明と相違があるにも関わらず、最も近い引用発明から請求項

に記載された発明に想到することが通常の技術者にとって容易であるか否かについて、他の引用発明と出願

前の技術常識及び経験則などに基づいて判断する。 

韓国の 

 

 

審査基準 

日本の 

 

 

審査基準 

進歩性判断の手続き 
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 進歩性判断に関する韓国の審査基準（３） 

 

1. 発明に至る動機が存在すべきである。 

１） 引用発明内容中の示唆、２） 課題の共通性、 ３） 機能/作用の共通性、 ４） 技術分野の関連性 

2. 通常の技術者の通常の創作能力の発揮に該当するもの 

１） 均等物による置換、２） 技術の具体的適用による単なる設計変更、３） 一部の構成要素の省略 

４） 単なる用途の変更・限定、 ５） 公知技術の一般的な適用 

3. より優れた効果の考慮 

4. 発明の類型による進歩性の判断 

１） 選択発明の進歩性判断、 ２） 数値限定発明の進歩性判断、３） パラメーター発明の進歩性判断 

４） 製造方法で特定された物の発明の進歩性判断 

5. 結合発明の進歩性判断 

「複数の先行技術文献を引用して結合発明の進歩性を判断するにおいては、その引用される技術を結合させ

ると、当該出願発明に想到し得るという暗示、動機などが先行技術文献に提示されているか否かを主に参酌し

て判断する。但し、そうでなくても当該出願発明の出願当時の技術水準、技術常識、該当技術分野の基本的な

課題、発展傾向、該当業界の要求などに照らして、その技術分野における通常の知識を有する者が容易にそ

のような結合に至ることができると認められる場合には、当該結合発明の進歩性が否定できる。(大法院 ２００

７年９月６日 言渡 ２００５Ｈｕ３２８４判決参照)」 

韓国の 

 

 

審査基準 

容易性判断の根拠 
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 進歩性関連審査の現実 

［事例１］ 「構成１－４はそれぞれ引用発明１の～と同様であるが、構成５－９は比較対象発明１に示されていないという違いがあります。

しかし、構成５－９は比較対象発明２の～と実質的に同様であるため、請求項１の発明はこの発明の属する技術分野におけ

る通常の知識を有する者が引用発明１及び２の結合により容易に発明できるものです。」 

［事例２］ 「構成２－４は引用発明１の～と同様であり、構成１は引用発明１に開示されていない違いがあります。この違いについて検討

すると、構成１の特徴は。。。引用発明１と同様な技術分野である引用発明２の～と実質的に同様であり、通常の技術者が引

用発明２の構成を引用発明１に結合させることに格別な困難が無く、これにより通常の技術者が予測できない顕著な効果が

あるとも見ることができません。」 

［事例３］ 「。。。(引用発明１との相違点である)構成２、４について詳しく検討すると、引用発明１には電極層の一部が取り外されて複数

の電極ブロック層として構成されたことが開示されていませんが、これは引用発明２の図１に開示されている複数個の充電容

量上電極(２５ａ,２５ｂ,２５ｃ)と、これらが短絡した場合、ＴＦＴ(２４)のドレイン電極から分離できるように蓄積容量上電極に接続さ

れる接続電極(２５)と同様です。 従って、請求項１の発明は、通常の技術者が引用発明１と２との結合により容易に発明でき

るといえます。」 

［事例４］ 「。。。なお、通常の技術者が引用発明２の上記の構成を引用発明１に採用して設計変更をするには格別な技術的困難性が

あるとは認められないため。。。」( 意見書のみで拒絶理由を克服) 

［事例５］ (拒絶決定書) 「。。。再度審査してみても請求項１の構成は～特徴を除いては引用発明１と同様であり、。。。たとえその違いを

認めるとしても、引用発明２の光源の配置部からも通常の技術者が容易に着眼し構成できるものです。」(補正無しに不服審

判して、拒絶決定の取り消し) 

例) 引用発明１及び２の結合による進歩性の否定 
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 進歩性関連審査の現実 

[請求項１]ランプユニットからなる光出射部及び第１の方向に伸び前記光出射部からの光を線状に集光する集光部材を含む光照射装

置であって、。。。前記集光部材は、前記第１の方向に垂直な断面が放物線状の光反射面を有するシリンドリカル・パラボラミラーにより

構成されており、前記複数の光源素子列から出射される光が、前記集光部材により前記第１の方向に伸びるように線状に集光されるこ

とを特徴とする（光配向膜用）光照射装置。 

事例５の経緯 

本願発明 

光照射装置 

比較対象発明１ 

光照射装置 

比較対象発明２ 

インクジェットプリンタ 
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 進歩性関連審査の現実 

[請求項１]ランプユニットからなる光出射部及び第１の方向に伸び前記光出射部からの光を線状に集光する集光部材を含む光照射装

置であって、。。。前記集光部材は、前記第１の方向に垂直な断面が放物線状の光反射面を有するシリンドリカル・パラボラミラーにより

構成されており、前記複数の光源素子列から出射される光が、前記集光部材により前記第１の方向に伸びるように線状に集光されるこ

とを特徴とする（光配向膜用）光照射装置。 

（特許拒絶決定）「。。。なお、今回の補正を通じて、集光部材が放物線状の光反射面を有するシリンドリカル・パラボラミラーであることを

さらに記載したが、比較対象発明２（図５、図６参照）の反射ミラーも、シリンドリカル・パラボラミラーです。。。従って、請求項１は、比較対

象発明１、２から通常の技術者が容易に構成することができます。。。」 

（審決） 要するに、比較対象発明２はインクジェットプリンターをその技術分野としており、高い照度を得ることができ、熱が光照射対象

物に及ぼす影響を低減させる光照射器を提供することを解決課題としていることから、本件出願発明の技術思想に対する記載や示唆

が無いという点で、比較対象発明２を比較対象発明１と結合させることは難しく、たとえ比較対象発明２に記載された反射ミラーだけを

別途取り外して比較対象発明１の光照射装置に結合させるとしても、比較対象発明２の反射ミラーを比較対象発明１の光照射装置に

結合させる動機や理由が無い。つまり、反射ミラーを比較対象発明１の光照射装置に無理に配置する場合、光照射装置全般にかけて

構成及び配置変更を伴うことになるので、比較対象発明２を比較対象発明１と結合させることは無理がある。 

事例５の経緯 
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 ＩＰ５の審査比較（２０１３年基準） 

区分 韓国 日本 欧州 中国 米国 

審査官(名） ８１２ １，７０１ ４，１０１ ７，２７１ ７，９２８ 

審査処理期間（月） １３．２ １４．１ ２６．４ １０．９ １８．２ 

１人当たり処理件数 ２２５ １５６ ４９ ５９ ７７ 

１件当たり審査時間 ８．９ １２．８ ４０．８ ３３．９ ２６．０ 

ＥＰＯ  日本  米国  韓国   中国 

＊ＰＣＴ国際調査依頼件を含む。 

＊最近１０年間年平均特許出願増加率：３．１％、ＰＣＴ国際調査：２５．６％ 

 特許出願件数  ＩＰ５の審査品質の比較 

優秀と答えた比率（％） 
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 事例６：訴訟での証拠提出無制限主義 

日時 内容 引用例 

２０１３．Ｘ．Ｘ 審決：審判請求棄却→請求項全部有効 Ｄ１～Ｄ３ 

２０１４．Ｏ．Ｏ 判決：審決取消→請求項全部無効 Ｄ１～Ｄ３，Ｄ４，Ｄ５ 

ＩＳＳＵＥ 審理範囲無制限説 

日時 内容 引用例 

２０１６．Ｘ．Ｘ 拒絶決定：請求項１(進歩性なし）、請求項２(特許可能） Ｄ１～Ｄ３ 

２０１６．Ｏ．Ｏ 再審査請求：請求項２を請求項１に併合 

２０１６．Ｘ．Ｘ 拒絶理由通知：請求項１(進歩性なし） Ｄ１～Ｄ３、Ｄ４ 

ＩＳＳＵＥ 審査の強化 

日時 内容 参考 

２０１５．Ｘ．Ｘ 審決：審判請求認容 審理で議論しなかった多数の論理が審決に現れた。 

ＩＳＳＵＥ 無効審決予告制度の導入 

 事例７：無効審決予告制度の不在 

 事例８：再審査の強化 
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 変化の兆候 

 

 審査官一人当たりの審査処理件数の適正化 

 先行技術ＤＢおよび検索システム拡充 

 特許審査評価・検証の強化 

 無効審決予告制度の導入の試み 

 無効審判の審理方式の改善の努力 

 審級間の審理範囲および判断基準の調和の努力 

出願人（特許権者）保護を強化しようとする政府の政策及び法律の改正 

 

 進歩性判断時、主引用発明と副引用発明とを明確に区分する傾向 

 容易想到可否をより直接的に判断しようとする傾向(引用発明の結合に対する動機や示唆の存否に基づいて進

歩性が否定されるか否かを判断)。 

「２００２年から２００６年までの進歩性を判断した判決の中で、構成、効果の対比を越えて先行技術から該当発明に至る動機などが存在

するか否かを考慮してから進歩性を判断したのは１.５％に過ぎないという調査結果がある。」 – イ・ホン、発明の進歩性判断に関する研

究、２０１６年９月  

特許法院での審決取り消し率の増加傾向 
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 特許法院内の研究 

 

 判断者（審査官、法官）は既に当該発明の技術的課題に対する解決策を全て知っているため、「後知恵(hindsight bias)」に基づき、あ

まりにも簡単に、容易に想到できると認めてしまう。 

 請求項の構成を複数個に分け、構成別に先行発明と対比して構成の困難性を判断する「構成要素別対比方式」は、有機的に結合

された全体としての構成の困難性を判断することを難しくする。 

 先行発明に該当構成が開示されているだけで、通常の技術者は先行発明の結合によって該当請求項の構成を容易に想到できると

判断し、「結合の容易性」について十分な論拠が提示されていない。 

1. 従来の進歩性判断方式に対する批判 

 

 特許法院審理方式研究会 

 先行発明の結合関係を特定（主引用発明、副引用発明） 

 請求項の全体構成を主引用発明と対比（共通点及び相違点検討） 

 相違点に対する評価（副引用発明との結合から容易に想到できるか否かを検討） 

 特許法院判決文改善研究会： 改善された進歩性審理方式が反映された、統一された形式の判決書作成の研究 

 従来の目的、構成、効果の対比方式は控える 

 容易に想到できるか否かの判断時に該当目的、効果などを考慮 

 相違点に対する評価部分をなるべく詳細に記載 

2. 進歩性判断方式を改善するための努力 

出典：進歩性判断（討論）イ・ヘジン特許法院判事、韓国知識財産学会 ５０周年記念学術大会、２０１６年 
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 特許法院内の研究 

 

特許無効を主張する当事者に、先行技術のうち主に参酌する先行発明である「主引用発明」と、このような主引用発明に結合される「副

引用発明」はどれなのかを明確に特定させる。通常、「主引用発明」は特許発明と技術分野が同じで、構成が最も多く共通している発明

が選択されている。                    <請求項１の全体構成を主引用発明と対比> 

3. 先行発明らの結合関係の特定 

請求項１ 主引用発明 

構成要素１ A A 

構成要素２ B B 

構成要素３ C 

 

 違いのある構成が副引用発明に開示されているかを検討  容易に想到できるか否かを審理 

 考慮要素 

① 結合に対する暗示や動機、出願当時の技術水準、技術常識、該当技術分野の基本的な課題、発展傾向、該当業界の要求、従来

技術の改善に対する認識（従来技術の問題点、技術的な課題） 

② 改善のための努力と失敗事例、従来技術から当該発明に至るまでの期間（技術指導） 

③ 発明を妨害する技術的偏見の存在、結合を妨害する要因（技術的な課題の相違、結合時の数多い構造の変更など） 

④ 当該発明の効果予測 

4. 相違点に対する評価 

出典：進歩性判断（討論）イ・ヘジン特許法院判事、韓国知識財産学会 ５０周年記念学術大会、２０１６年 
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 特許法院内の研究 

副引用発明の類型 容易想到性の審理 

同じ技術分野の周知慣用技術 容易に想到できると簡単に認定 

同じ技術分野の先行技術（多数） 

汎用技術であるが該当技術分野で
は利用されたことのない技術 

他の技術分野の先行技術 

結合の困難性に関する審理に集中：結合に対する示唆や暗示、結合を妨

害する要因（技術的課題の相違、結合時の数多い構造の変更） 

着想の困難性に関する審理に集中：該当技術が使用されなかった理由、問

題点を認識し該当技術を結合して解消するに所要された時間等を検討 

着想及び結合の困難性に関する審理に集中 

出典：進歩性判断（討論）イ・ヘジン特許法院判事、韓国知識財産学会 ５０周年記念学術大会、２０１６年 
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 特許法院内の研究 

進歩性に関する特許法院判決文の作成例 

基礎事実 

特許発明 
（背景技術および説明・要約を記載） 

主先行技術 
（背景技術および説明・要約を記載） 

特許発明と主先行技術との対比 

共通点 相違点 

相違点に対する評価、克服可能性の検討 

技術分野 
他の先行技術、
周知慣用技術 

結合の困難性 作用効果 

対比結果のまとめ 

先行技術の公知程度 

対比内容 

解決しようとする課題 
課題解決原理 
課題解決のために採択した手段 
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 進歩性関連の特許法条文 

［韓国特許法第２９条第２項］特許出願前にその発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が第１項各

号のいずれか一つに該当する発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明については、第１項

の規定にかかわらず、特許を受けることができない。 

１．請求項
の解釈 

２．技術分野の特定 
３．当業者の特定 

４．先行技術の特定および解釈 

５．容易想到可否の判断 

［韓国特許法第９７条］特許発明の保護範囲は、特許請求の範囲に記載されている事項に基づいて定められる。 
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 １－１．請求項の解釈：「原則」特許請求範囲の記載に基づいて解釈 

 「特許請求の範囲には特許として保護を受けようとする事項が記載され、特許発明の保護範囲は特許請求の範囲に記載された事項に

より定められるので、特許の要件を判断するための発明の技術構成は特許請求の範囲の記載に基づいて確定しなければならず、特別

な事情が無い限り、 発明の詳細は説明や図面に示された具体的な実施例に制限して確定することは許容されない。。。 

  請求の範囲に「踏み台支持部材」が「弧状結合部」と一体で形成されるのか、それとも分離結合されるのかについて何の限定も無いの

で（発明の詳細な説明にもこれに関する記載はおらず）、 本件特許発明の「踏み台支持部材」 は、「弧状結合部」 と一体で形成された形

態と分離結合された形態をいずれも含むものとその技術構成が確定するということになり、その出願明細書に添付された図面に記載さ

れた実施例に過ぎない「一体で形成された踏み台支持部材（６）」に限定解釈することはできないと言える。」（大法院 ２００１年９月７日

言渡９９Ｈｕ７３４判決など） 

本件特許発明 

42 40 

50 

【請求項１】 。。。中央及び両側に孤状結合部（５）が
形成される踏み台支持部材（６）が設けられ。。。 

比較対象発明１ 

弧状の凹部（４２）が形成された挟持部材（４０）と支持部材（５０）
とが分離結合された構成  
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 １－２．請求項の解釈：「明細書記載の参酌」 記載の意味が不明確な場合（１） 

 

「許容される参酌による解釈」と「禁止される制限解釈」とを区分することは実際の事案では難しい問題！！！ 

しかし、訴訟の勝敗に繋がるとても重要な問題！！！  CASE STUDYが必要 

「特許請求の範囲は特許出願人が特許発明として保護を受けようとする事項を記載したものなので、新規性・進歩性の判断の対象とな

る発明の確定は特許請求の範囲に記載された事項に基づくべきである。但し、特許請求の範囲に記載された事項は発明の詳細な説明

や図面などを参酌しないとその技術的な意味が正確に理解できないので、特許請求の範囲に記載された事項はその文言の一般的な

意味を基にしながらも、 発明の詳細な説明及び図面等を参酌してその文言によって表現しようとする技術的な意義を考察してから客観

的・合理的に解釈しなければならない。しかし、発明の詳細な説明及び図面などを参酌するとしても発明の詳細な説明や図面など他の

記載によって特許請求の範囲を制限するか拡張して解釈することは許容できない（多数の大法院判決）」 

請求項１ 請求項１ 

技術的な意味が不明確 

 文言の一般的な意味を基に、 

 発明の詳細な説明及び図面等を参
酌してその文言によって表現しよう
とする技術的な意義を考察してから
客観的・合理的に解釈して、 

技術的な意味を確定 
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 １－２．請求項の解釈：「明細書記載の参酌」 記載の意味が不明確な場合（２） 

本願発明（放送スケジュールを決定する方法） 比較対象発明 

（大法院 ２０１０年１月２８日 言渡 ２００８年Ｈｕ２６ 判決） 「既にスケジュールされて放送されるか」 の部分は、その文言の記載自体では

技術的な意味が明確に確定できないということになるので、原審が本件第１項発明の残りの記載と発明の詳細な説明などを参酌して、

これが既にスケジュールされて放送が予定されている場合を意味するだけで、現在放送されるプログラムとメタデータを一緒に放送する

場合を意味してはいないと解釈したことは正当である。 

プログラムの放送時に、そのプログラムと一緒に、その

プログラムの属性情報を送信する。 

これを視聴者のプログラムに対する選好度が表示され

る仮想チャネルに表示する。 

評価の高いプログラムを探すためにいちいちチャンネル

を検索する手間を省くことができる効果がある。 

P1 
Contents 

Metadata 

P2 
Contents 

Metadata 

• 
• 
• 

サーバー クライアント（視聴者） 

視聴者は、放送予定の各
プログラム（P1、 P2、。。。)
に対する選好度を等級で
評価する。 

評価に基づいてプログラム
の放送可否などの放送ス
ケジュールを決定する。 

Metadata 

放送可否および放送の優先順位を

決定する際、視聴者の選好度が低

いプログラムは除外することができ、

放送チャンネルを効率的に使用でき

る効果がある。 
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 １－２．請求項の解釈：「明細書記載の参酌」 記載の意味が不明確な場合（３） 

（大法院 ２０１０年１月２８日 言渡 ２００８年Ｈｕ２６ 判決） 「既にスケジュールされて放送されるか」 の部分は、その文

言の記載自体では技術的な意味が明確に確定できないということになるので、原審が本件第１項発明の残りの記載

と発明の詳細な説明などを参酌して、これが既にスケジュールされて放送が予定されている場合を意味するだけで、

現在放送されるプログラムとメタデータを一緒に放送する場合を意味してはいないと解釈したことは正当である。 

請求項１ 

 複数のクライアントシステムにメタデータ（前記メタデータは既にスケジュールされて放送されるか、以後放送される

可能性があると思われる複数の放送プログラミングコンテンツのうち、それぞれの放送プログラミングコンテンツを説

明する説明語及び／または属性セットを含む）を放送するステップ; 

    前記複数のクライアントシステムから前記複数の放送プログラムコンテンツに対するコンテンツ等級（ratings）を受

信するステップ; 及び  

     以後の放送の間に前記複数のクライアントシステムに前記複数の放送プログラミングコンテンツのうち選択された

部分（前記複数の放送プログラミングコンテンツのうち前記選択された部分は前記複数のクライアントシステムから受

信された前記コンテンツ等級に応じて選択) を放送するステップを含む方法。 
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 １－４．請求項の解釈：「明細書記載の参酌」 機能式請求項の場合 

本件特許発明：搾乳機（milking machine） 

登録考案の請求の範囲の記載が機能的表現である場合、明細書本文と図面の記載を参考にして解釈することがで

きるという理由から、考案の詳細な説明と図面の記載を参考にして、実質的にその意味内容を確定した事例。 

駆動装置 
（共有） Milking Machine 

Juice Machine 

• 
• 
• 

作業装置 
連結 

Juice Machine, Grinderなどの他の作業装置にも使用で

きる駆動装置を備えた搾乳機（milking machine）を提供す

ることで、作業装置の選別購入または作業装置の追加購

入で需要者の負担を軽減し、一般主婦であっても駆動装

置と作業装置との分離、接続を簡単に行うことができる効

果がある。 

引用考案：搾乳機（milking machine） 

搾乳機 
（milking machine） 

駆動 
装置 

搾乳機（milking machine）はシリンダー固定台（１３）

によって駆動装置に連結される。 
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 １－４．請求項の解釈：「明細書記載の参酌」 機能式請求項の場合 

請求項１ 

【請求項１】 共有する駆動装置（１）の動力供給部（１１）に取り付ける
ための連結部（２）と、。。。搾乳シリンダー（３）と、。。。搾乳スクリュー

（４）と、。。。 ホッパ（６）とで構成されたことを特徴とする搾乳機。 

引用考案 

駆動装置 

連結部（２） 

シリンダー固定台（１３） 

「本件登録考案の要旨は連結部の構成と言えるが、請求の範囲の記載からしても、連結部の構成は「駆動装置を共有するための連結

部」と限定されていているが、「連結部」の記載は依然として機能的な表現なので、考案の詳細な説明と図面の記載を参考にして実質的

にその意味内容を確定してみると（被告は本件登録考案の請求の範囲には「連結部」とのみ記載されているのでその文言通り解釈され

るべきであり、図面や詳細な説明の記載を参考にして解釈できないという趣旨で主張しているが、本件登録考案の請求の範囲に「駆動

装置を共有するための連結部」という意味で記載していて、漠然と連結部と記載したものとは違い、 また「連結部」や「連結手段」のよう

な機能的表現の場合には、明細書の本文と図面の記載を参考にして解釈できるものであって、被告の主張は受け容れられない。）、そ

の詳細な説明及び図面に明白に記載されてある通り、連結金具（１４）（１８）と連結クリップ（１５）とからなるフランジタイプやスクリュータ

イプ、ボルト絞りタイプなどの製作と操作しやすい連結要素で構成された事実がわかる。これに対し、引用考案は。。。。。。本件登録考

案のように駆動装置から作業装置を誰でも容易に分離し連結できる連結手段を備えていると見なすこともできない。」（大法院２００１．６．

２９．言渡９８Ｈｕ２２５２ 判決） 
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 １－５．請求項の解釈：PBPクレームの場合（１） 

新規性、進
歩性など
の特許要

件 

過去の判決の傾向 
新判決１(全員合議体判決） 

（大法院２０１１Hu９２７判決：２０１５．１．２２．） 

その製造方法によってのみ物を特定するしかな

いなどの特別な事情がない以上、その製造方法

自体を考慮せずに、物だけを先行技術と対比、

進歩性を判断する。（大法院２００４Hu３４１６判決など） 

（その特別な事情があるかないかにかかわらず、） その製

造方法の記載を含んで特許請求の範囲の全ての記載に

よって特定される構造や性質などを有する物を先行技術と

対比して、新規性、進歩性などを判断する。 

権利範囲
の解釈 

新判決２ 
（大法院２０１３Hu１７２６：２０１５．２．１２．） 

１．物の発明の特許請求の範囲に記載された製造方法は、最終製品である物の構造や性質などを特定する一つの

手段としてその意味を持つだけである。 

２．特許要件に関するPBPクレームの解釈方法が特許侵害訴訟などで権利範囲の判断方法にも適用されるべきであ

る。すなわち、特許請求の範囲の全ての記載によって特定される構造や性質などを有する物にPBPクレームの効力

が及ぶ。ただし、このような解釈方法によって導出される特許発明の権利範囲が、明細書の全体的な記載によって

把握される発明の実体に照らして広すぎるなどの「明らかに不合理な事情」がある場合には、権利範囲を特許請求

の範囲に記載された製造方法の範囲内に限定することができる。 

３．ところが、その特許請求の範囲に記載されているJaceosidinの製造方法が最終製品であるJaceosidinの構造や性

質に影響を及ぼさないので、第７項の発明の権利範囲を解釈するに当たり、その有効成分は「Jaceosidin」という単一

の物自体と解釈しなければならない。そして、上記のようなJaceosidinの製造方法については第６項で別に請求して

いるだけでなく、明細書にはJaceosidin自体について実験をした実施例１７が記載されている点などに鑑みると、第７

項の発明の権利範囲を上記のように解釈しても、その発明の実体に照らして広すぎるなどの明らかに不合理な事情

があるとは言えない。  



韓国の進歩性関連実務および 
判例の変化動向 II. 進歩性判断時に考慮すべき事項 

26 

 １－５．請求項の解釈：PBPクレームの場合（２） 

PBP 
クレーム
の解釈 

特許性の判断時 権利範囲(侵害）の判断時 

PBPクレーム 
「工程Aおよび工程Bに
よって製造された物。」 

物同一性説 
製造方法（A、B)によって
特定される構造や性質
を有する物 

Yes 

PBPクレーム 
「工程Aおよび工程Bに
よって製造された物。」 

物同一性説 
製造方法（A、B)によって
特定される構造や性質を
有する物 

「明らかに不
合理な事情」
があるか？ 

No 

製法限定説 
製造方法（A、B)そのも
のを構成要素として含
む物。 
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 １－５．請求項の解釈：PBPクレームの場合（３） 

判例の立場 説明 日本 韓国 米国 

新規性、進歩性などの
特許性の判断 

物同一性説 
特別な事情を考慮せずに、特許請
求の範囲の全ての記載によって特
定される物を考慮する。 

○ ○ ○ 

製法限定説 
特別な事情がある場合、製法自体
を考慮する。 

      

特許発明の権利範囲
の解釈 

物同一性説 
製法が異なっても物が同一であれ
ば侵害になる。 

○ ○   

製法限定説 
物が同一であっても、製法が異なれ
ば侵害にならない。 

    ○ 
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 ２．技術分野の特定 

「特許法第２９条第２項所定のその発明の属する技術分野とは、出願発明が利用される産業分野であって、その範囲を定めることにお

いては、発明の目的、技術的構成、作用効果の面を総合して客観的に判断しなければならず。。。」（大法院 ２００３年４月２５日言渡２０

０２Ｈｕ９８７判決など） 

 

「その発明の属する技術分野」とは、原則的に当該特許発明が利用される産業分野を言うので、当該特許発明が利用される産業分野が

比較対象発明のそれとは異なる場合には、比較対象発明を当該特許発明の進歩性を否定する先行技術として使用することが難しいと

いっても、 問題となった比較対象発明の技術的構成が特定産業分野のみに適用される構成ではなく、 当該特許発明の産業分野で通常

の技術を有する者が特許発明の当面した技術的な問題を解消するために別段の困難性なく利用できる構成であるならば、 これを当該

特許発明の進歩性を否定する先行技術として採択できる。 

大法院 ２００８年７月１０日 言渡 ２００６Ｈｕ２０５９判決 

 

ただし、本件登録考案は浄水器に関するものであり、比較対象考案２は養魚場の水槽に関するものであって、その技術が適用される具

体的な分野と達成しようとする具体的な目的においては違いがある。（i）本件登録考案と比較対象考案２はいずれも、保存されている水

を循環させて水中の溶存酸素量を増加させる技術に関するものであると言えるが、これらの技術は、特定の産業分野に限定されるもの

ではなく、（ii）考案の課題解決のために、それに関連した隣接する技術分野の技術手段の適用を試みることは、当業者にとって通常の

創作能力の発揮に該当するものであり、（iii）いくつかの技術分野で共通して使用できる技術の進歩性有無を判断するにあたっては、そ

の使用分野や技術の隣接性有無などを総合的に考慮して判断しなければならず、必ずしも当該技術が適用されるものや方法の種類ま

で同じである必要はないので、比較対象考案２は、本件登録考案の進歩性を判断する先行技術となることができる。。 

特許法院 ２００９年９月１８日 言渡 ２００９Heo１２２判決 
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 ３．当業者の特定 

「発明の進歩性有無を判断するにおいて、少なくとも先行技術の範囲と内容、進歩性判断の対象となった発明と先行技術との違い及び

通常の技術者の技術水準に対し証拠などの記録に示された資料に基づいて把握してから、これを基に通常の技術者が特許出願当時

の技術水準に照らして、進歩性判断の対象となった発明が先行技術と違いがあるにも関わらずそのような違いを克服し、先行技術から

その発明を容易に発明できるのかを検討しなければならず、この場合、進歩性判断の対象となった発明の明細書に開示されている技

術を知っていることを前提とし、事後的に通常の技術者がその発明を容易に発明できるかを判断してはいけないので。。。」（大法院２０

０９年１１月１２日言渡 ２００７Ｈｕ３６６０判決） 

 

「通常の技術者とは、特許発明の出願時を基準に国内外を問わず、出願時に当該技術分野に関する技術水準にある全てを入手し、自

分の知識とすることができ、研究開発のための通常の手段及び能力を自由に駆使できると仮定した自然人を意味する。」（特許法院２０

１０年３月１９日 言渡２００８Ｈｅｏ８１５０判決） 
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 ４．先行技術の特定および解釈 

（大法院 ２０００年１２月８日 言渡 ９８Ｈｕ２７０判決） 

「考案の新規性または進歩性判断に提供される対比発明や考案は、必ずその技術的構成全体が明確に表現されたものだけでなく、未

完成発明（考案） または資料の不足で表現が不十分なものであっても、その技術分野における通常の知識を有する者が経験則によっ

て極めて容易に技術内容の把握ができるのであれば、その対象となり得る。」 

 

（大法院 ２００５年１２月２３日 言渡 ２００４Ｈｕ２０３１判決） 

「実用新案登録出願書に添付した明細書に従来技術を記載した場合には、。。。。。。その従来技術は、特別な事情が無い限り、出願さ

れた考案の新規性または進歩性が否定されるか否かを判断するにおいて、同法第５条第１項各号に掲げた考案の一つとみなすべきで

ある。」 

 

（大法院 ２０１６年１月１４日 言渡２０１３Ｈｕ２８７３, ２８８０判決） 

［１］提示された先行文献を根拠に発明の進歩性が否定されるか否かを判断するためには、進歩性否定の根拠となり得る一部の記載だ

けでなく、先行文献全体によって発明の属する技術分野における通常の知識を有する者（以下、「通常の技術者」という）が合理的に認

識できる事項に基づいて対比し判断すべきである。 

［２］ なお、一部の記載部分と背馳するかこれを不確実にする他の先行文献が提示された場合には、その内容までも総合的に考慮して

通常の技術者が発明を容易に導出できるかを判断しなければならない。 
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 ４．先行技術の特定および解釈（事例１）大法院 ２０１６年１月１４日 言渡２０１３Ｈｕ２８７３判決 

技術分野 
特許発明 比較対象発明（甲第１７号証） 

記載内容 

医薬用途発明 

痛みの治療剤「リリカ（成分名：プレガバリン）」の鎮痛
効果に関する医薬用途の発明 

請求項１５：「プレガバリンが脳のＧＡＢＡレベルを上昇さ
せる。。」 

ＧＡＢＡレベル
の上昇 

鎮痛効果 

前提 

プレガバリン 

予測 

鎮痛効果 

プレガバリン 

医薬用途
の 
発明 

比較対象発明の請求項１５の「プレガバリンが
脳のＧＡＢＡレベルを上昇させる」という記載を
基に「ＧＡＢＡレベルの上昇が鎮痛効果をもた
らすという追加的な事実」を結合し、特許発明
のプレガバリンの鎮痛効果を導出可能なのか。  

争点 
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 ４．先行技術の特定および解釈（事例１）大法院 ２０１６年１月１４日 言渡２０１３Ｈｕ２８７３判決 

争点 

大法院の
判断 

比較対象発明の請求項１５の「プレガバリンが脳のＧＡＢＡレベルを上昇させる」という記載を基に「ＧＡＢＡレベルの
上昇が鎮痛効果をもたらすという追加的な事実」を結合し、特許発明のプレガバリンの鎮痛効果を導出可能なのか。  

比較対象発明の請求項１５の「プレガバリンが脳のＧＡＢＡレベルを上昇させる」は不確実な事実を根拠とし、特許発
明の進歩性が否定されない。 

「提示された先行文献を根拠にある発明の進歩性が否定されるかを判断するためには、進歩性否定の根拠となり
得る一部の記載だけではなく、その先行文献全体によりその発明が属する技術分野における通常の知識を有する
人が合理的に認識できる事項を基に対比判断すべきである。そして上記の一部記載と背馳していたり これを不確

実にする他の先行文献が提示された場合にはその内容までも総合的に考慮し、通常の技術者が該当発明を容易
に導出できるかを判断すべきである。 

。。。甲第１７号証の発明の内容によると、脳のＧＡＢＡレベルが上昇すると抗痙攣効果が発生するという前提の下
でＧＡＤ(L-glutamic acid decarboxylase)酵素を活性化させ、脳のＧＡＢＡレベルを上昇させられると予測し、。。。活性

を確認したが、試験管でのＧＡＤ活性化程度と鼠での抗痙攣効果が互いに一致するのではなく、。。。（先行文献全
体の記載を考慮）。。。そして試験管内のＧＡＤ活性化能力と脳のＧＡＢＡレベルの増加と抗痙攣の間に相関関係が
無いものと見られるか、相関関係の存否が不確実であるという趣旨が記載された先行文献も本件訂正発明の優先
権主張日以前に開示されている。。（他の先行文献の記載を考慮）   

。。。このような事情などを総合すると、通常の技術者が甲第１７号証発明の特許請求の範囲に記載された、プレガ
バリンが脳のＧＡＢＡレベルを上昇させるという不確実な事実をそのまま受け入れて、これを基にＧＡＢＡレベルの上
昇が鎮痛効果をもたらすという追加的な事実を結合させて、プレガバリンの鎮痛効果を導出することは容易でな
い。」 

技術分野 
特許発明 比較対象発明（甲第１７号証） 

記載内容 

医薬用途発明 

痛みの治療剤「リリカ（成分名：プレガバリン）」の鎮痛
効果に関する医薬用途の発明 

請求項１５：「プレガバリンが脳のＧＡＢＡレベルを上昇さ
せる。」 
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 ４．先行技術の特定および解釈（事例２）特許法院 ２０１５年１０月８日言渡２０１４Heo４０８１判決 

技術分野 
特許発明 比較対象発明１（甲第８号証） 

記載内容 

争点 

特許法院
の判断 

光学フィルム 

【請求項１０】（構成１）フマ
ル酸エステル系樹脂からな
るフィルムであって。。。 

。。。本発明のフマル酸ディエステル共重合体を架橋してなるフマル酸ジエステル
共重合体の架橋体はフィルム、シート、成型品などの各種成型品に使用すること
が可能であり、その中でもフィルムに使用することが望ましく、特に光学フィルム、
ディスプレイ用光学フィルムに使用することがより望ましいといえる。。。。 

＃１。特許発明のフマル酸エステル系樹脂は非架橋体に限定？ 
＃２。比較対象発明のフマル酸ズエステル共重合体が架橋体のみに限定？ 

 

。。。しかし、「架橋」というのは、線状高分子を化学的に結合して、３次元的な網状構造の分子とすることなので、原

材料に特殊な工程を追加してなされることによって、そのための物性の変化が大きく、通常、架橋された材質に対し

「架橋体」であることを表示し、その架橋方法を詳細に記載することが一般的である。 従って、他に「架橋体」という明

示的な表現が無いときは、「非架橋体」を指し示すものと見なすことが正しい。（当業界の技術常識を考慮） 

なお、本件出願発明の明細書の記載からすると、本件出願発明はフマル酸ジエステル系樹脂の架橋体を材料とし

た光学フィルムの問題点を認識し、その代案を探す過程で着眼したことがわかり、。。。請求項１０の光学的な特性

がフマル酸エステル系樹脂の非架橋体では容易に発現するのに対し、架橋体から導出されることは難しい。 従って、

請求項１０の構成１「フマル酸エステル系樹脂」は非架橋体のみを意味し、架橋体は排除されるものと見なすべきで

ある。（明細書全体の記載を考慮）   

［争点＃１］特許発明のフマル酸エステル系樹脂は非架橋体に限定！！！ 
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 ４．先行技術の特定および解釈（事例２）特許法院 ２０１５年１０月８日言渡２０１４Heo４０８１判決 

技術分野 
特許発明 比較対象発明１（甲第８号証） 

記載内容 

争点 

特許法院
の判断 

光学フィルム 

【請求項１０】（構成１）フマ
ル酸エステル系樹脂からな
るフィルムであって。。。 

。。。本発明のフマル酸ジエステル共重合体を架橋してなるフマル酸ジエステル共
重合体の架橋体はフィルム、シート、成型品などの各種成型品に使用することが
可能であり、その中でもフィルムに使用することが望ましく、特に光学フィルム、
ディスプレイ用光学フィルムに使用することがより望ましいといえる。。。。 

＃１。特許発明のフマル酸エステル系樹脂は非架橋体に限定？ 
＃２。比較対象発明のフマル酸ジエステル共重合体が架橋体のみに限定？ 

 

。。。しかし、上記の明細書の記載及び図面自体だけからすると、比較対象発明のフマル酸ジエステル共重合体自

体は架橋体以外に非架橋体まで全部含んでいると見られるが、位相差フィルムである請求項１０の具体的な対比対

象は、比較対象発明中のフマル酸ジエステル共重合体を材質とする光学フィルムであり、上記の光学フィルムにつ

いて比較対象発明には、その材料としてフマル酸ジエステル共重合体の架橋体が望ましいと明示されているから、

事実上、フマル酸ジエステル共重合体の架橋体にその範囲を限定していると見なければならない。（明細書全体の

記載を考慮） 

［争点＃１］比較対象発明のフマル酸ジエステル共重合体が架橋体のみに限定！！！ 

５．容易想到可否の判断（後述） 
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 旧判例および新判例の対比（１） 

 

「。。。進歩性有無を決定する創作の難易度は、その技術構成の違いと作用効果を考慮して判断すべきであり、出願された技術の構成

が公知された先行技術と違いがあるだけでなく、その作用効果においても先行技術に比べて顕著に向上・進歩したものであるときには、

技術の進歩発展を図る特許制度の目的からして、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に発明できないも

のであって進歩性があるものと見なければならないが。。。」 

（旧判例）大法院 １９９９年１２月２８日 言渡 ９７Ｈｕ２４６０判決 

 

「。。。複数の先行技術文献を引用して特許発明の進歩性を判断するにおいては、 

 

(i) その引用される技術を組み合わせまたは結合すると当該特許発明に想到できるという暗示・動機などが先行技術文献に提示され

ているか、 

(ii) そうでなくても当該特許発明の出願当時の技術水準、技術常識、該当技術分野の基本的な課題、発展傾向、該当業界の要求等

に照らして、その技術分野における通常の知識を有する者が容易にそのような結合に至ることができると認められる場合には  

 

当該特許発明の進歩性は否定されると言えるので、。。。」 

（新判例）大法院 ２００７年９月６日 言渡２００５Ｈｕ３２８４判決 
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 旧判例および新判例の対比（２） 

 

「。。。ある発明が進歩性が否定されるか否かを判断するためには、通常の技術者を基準としてその発明の出願当時の先行公知発明か

らその発明を容易に発明できるかを考慮しなければならず、進歩性が否定されるか否かの判断対象となった発明の明細書に開示され

ている技術を知っていることを前提として、事後的に通常の技術者がその発明を容易に発明できるかを判断してはいけないため、。。。

このような原審判示の比較対象発明１の構成から、本件訂正請求された第３項の発明構成要素４のように（端末機の所持者の非常呼

び出しによって）非常連絡先から非常発信があった場合に端末機の受信部の受話音声信号受信は遮断し送信部を通じた送話音声の

送出のみを許容する、所謂「盗聴モード」を行う制御手段が開示されているとは見なし難く、本件特許発明が出願される前に上記のよう

な盗聴モード自体をまたはこのような盗聴モードを暗示する先行公知発明に関するいずれの資料も提出されたことは無く、 原審判示の

比較対象発明１の上記の構成から、通常の技術者であれば当然上記の構成要素４に想到するしかないという事情を認めるような何の

証拠も無い本件において、本件特許発明の明細書に開示された内容を知っていることを前提として事後的に判断しない限り、通常の技

術者が原審判示の比較対象発明などによって本件訂正請求された第３項発明を容易に発明できるとは言えない。」 

（新判例直前の判決）大法院 ２００７年８月２４日 言渡 ２００６Ｈｕ１３８判決 



韓国の進歩性関連実務および 
判例の変化動向 III. 進歩性判断基準の変化 

37 

 進歩性判断基準の適用状況（１） 

 

［特許法院 ２００９年６月３日 言渡 ２００８Ｈｅｏ１０３２０判決］ 

「本件第１項発明の核心要素である構成要素４に対応する構成が比較対象発明１ないし３には開示されたことがなく、比較対象発明４に

類似している構成があるが、上記の発明には構成要素４が追求する課題解決原理や技術思想に対する暗示や示唆が全然無いといえ

るであろう。従って、本件第１項発明は、通常の技術者が比較対象発明１ないし４を単純結合して導出することが容易でないだけでなく、

その目的と作用効果も顕著なので、進歩性が認められると言える。」 

［特許法院 ２００９年６月１８日 言渡 ２００８Ｈｅｏ８２０４判決］  

「特許発明のある構成要素を含むある先行発明にその特許発明の他の構成要素を結合することが当該先行発明の目的や技術的課題

の解決原理からして矛盾している場合のように、先行発明に構成要素の置換または結合を通じて特許発明に想到できるという暗示や

動機が無い場合に該当し、、また特許発明の全体的な効果の程度と性格、先行発明の個数、出願当時の技術水準、技術常識、該当技

術分野の基本的課題、発展傾向、該当業界の要求からしても、通常の技術者が容易にそのような結合ができない場合には、その特許

発明の構成は先行発明の各構成要素の結合から容易に想到できないものと認められ、従って、その特許発明は構成の困難性が認め

られる結果、進歩性が否定されないといえる。 

［大法院 ２００９年１１月１２日 言渡 ２００７Ｈｕ３６６０判決] 

「比較対象発明１,２,３を結合して。。。構成要素４に至るためには、比較対象発明１,２,３の対応構成の位置と配列関係を大幅に変更しな

ければならず、軸の個数も異ならなければならない。。。。。。通常の技術者であれば出願当時の技術水準からして必然的に 上記の構

成要素４と比較対象発明１,２,３との違いを克服して上記の構成要素４に想到するという事情を認められるような何の資料も無い事件に

おいて、通常の技術者が構成要素４を容易に導出できないといえる。」 

新判例の趣旨に従った後続判例 
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 進歩性判断基準の適用状況（２） 

 

 依然として有効、しかし、最近特許法院、大法院判決ではほとんど引用されない。  

 特許庁、特許審判院は従来の基準による審査傾向が強い。  

１．従来の進歩性判断基準 

 

 特許法院、大法院の最近判例は、上記の新しい進歩性判断基準を主に引用して引用文献の結合可能性につい

て集中的に審理する。  

２．新しい進歩性判断基準 

 

 特許審判院の審決が上級機関の特許法院・大法院で破棄される事例が増加。 

３．新判例による影響 
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 特許法院の判決統計（拒絶決定の件） 

[２０１６年１１月１日 審決取り消し訴訟の最近動向及び事例、特許法院キム・ドンギュ判事; ２０１６年１１月４日 韓国知識財産学会、特許法院イ・ヘジン
判事の発表資料から引用] 

年度 進歩性否定審決 

特許法院判決 

請求棄却 
（比率％） 

審決取り消し 
（比率％） 

２０１２ １６８ 
１６２ 

（９６.４％） 
６ 

（３.６％） 

２０１３ １１４ 
１０７ 

（９３.９％） 
７ 

（６.１％） 

２０１４ ９５ 
８０ 

（８４.２％） 
１５ 

（１５.８％） 

２０１５ １１９ 
９５ 

（７９.８％） 
２４ 

（２０.２％） 

２０１６（１～８月） ６０ 
４０ 

（６６.７％） 
２０ 

（３３.３％） 
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 特許法院の判決統計（無効審決の件） 

[２０１６年１１月１日 審決取り消し訴訟の最近動向及び事例、特許法院キム・ドンギュ判事; ２０１６年１１月４日 韓国知識財産学会、特許法院イ・ヘジン
判事の発表資料から引用] 

年度 無効審決 

特許法院判決 

請求棄却 
（比率％） 

審決取り消し 
（比率％） 

２０１２ １３１ 
１１９ 

（９０.８％） 
６ 

（４.６％） 

２０１３ １１７ 
１０１ 

（８６.３％） 
１３ 

（１１.１％） 

２０１４ １０１ 
８２ 

（８１.２％） 
１３ 

（１２.９％） 

２０１５ ６７ 
５３ 

（７９.１％） 
１３ 

（１９.４％） 

２０１６（１～８月） ６１ 
４４ 

（７２.１％） 
１６ 

（２６.２％） 
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 特許法院の判決統計（有効審決の件） 

[２０１６年１１月１日 審決取り消し訴訟の最近動向及び事例、特許法院キム・ドンギュ判事; ２０１６年１１月４日 韓国知識財産学会、特許法院イ・ヘジン
判事の発表資料から引用] 

年度 有効審決 

特許法院判決 

請求棄却 
（比率％） 

審決取り消し 
（比率％） 

２０１２ １０５ 
２９ 

（２７.６％） 
７１ 

（６７.６％） 

２０１３ ８７ 
２８ 

（３２.２％） 
５８ 

（６６.６％） 

２０１４ ８６ 
２５ 

（２９.１％） 
５５ 

（６４.０％） 

２０１５ ７８ 
４４ 

（５６.４％） 
３３ 

（４２.３％） 

２０１６（１～８月） ４４ 
２５ 

（５６.８％） 
１８ 

（４０.９％） 
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 選択発明 

[大法院 ２０１０．３．２５．言渡 ２００８Ｈｕ３４６９，３４７６ 判決] 選択発明の新規性・進歩性の認定要件 

① 先行発明が選択発明を構成する下位概念を具体的に開示していなければならず、 

② これには、先行発明を記載した先行文献に選択発明に関する文言的な記載が存在する場合のほか、当業者が

先行文献の記載内容と出願時の技術常識に基づいて、先行文献から直接的に選択発明の存在を認識すること

ができる場合も含まれる。 

 選択発明の新規性を否定するための要件 

① 選択発明に含まれる下位概念の全てが先行発明が有する効果と質的に異なる効果を有しているか、質的な差が

なくても量的に顕著な差がなければならず、 

② 発明の詳細な説明には、先行発明に比べて上記のような効果があることを明確に記載しなければならず、上記

のような効果が明確に記載されているためには、選択発明の発明の詳細な説明に質的な違いを確認することが

できる具体的な内容や、量的に顕著な差があることを確認できる定量的記載がなければならない。 

 選択発明の進歩性が否定されないための要件 

① 効果があることを明確に記載すると十分で、その効果の顕著さを具体的に確認できる比較実験資料まで記載す

べきではなく、もしその効果が疑われるときには、出願日以後に出願人が具体的な比較実験資料を提出するなど

の方法によってその効果を具体的に主張・立証すれば良い。 

 選択発明の効果の記載程度（大法院 ２００３．４．２５．言渡 ２００１Ｈｕ２７４０ 判決） 
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 選択発明 

 

「選択発明に様々な効果がある場合、先行発明に比べて異質的であるか、量的に顕著な効果を有するとするために

は、選択発明の全ての種類の効果ではなく、その中の一部であっても先行発明に比べてそのような効果を有すると

認められれば十分である。ところが、上述の通り、オランザピンはその様々な効果の中でエチルオランザピンに比べ、

コレステロールの増加副作用の減少という異質的な効果を有していることが認められるので、本件第２項発明は比

較対象発明１によってその進歩性が否定されない。」 

 

 

 

 

 

 

 

[評価] 特許発明の特許請求の範囲の第２項は「オランザピン（Olanzapine）」を特許請求の範囲とする発明であって、

比較対象発明１の選択発明に該当し、比較対象発明１に具体的に開示された化合物のうちオランザピンと一番類似

している化学構造を有する「エチルオランザピン（Ethyl Olanzapine）」に比べ、精神病治療の効果面でオランザピンが

エチルオランザピンに比べ顕著に優れた効果を有するとは断定できないが、コレステロール増加の副作用減少とい

う異質的な効果を有すると認められるので、上記の特許発明は比較対象発明１により進歩性が否定されないとした

事例。」 

[大法院 ２０１２．８．２３．言渡 ２０１０Ｈｕ３４２４ 判決] 選択発明の進歩性を肯定した最初の大法院判例 

特許発明の進歩性は否定されない。 

特許発明 

効果A 

効果B 

効果C 

臨界的効果 

臨界的効果 

臨界的効果 
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 数値限定発明 

新
規
性
判
断 

CASE1 先行文献に数値範囲の記載（X）・請求項に数値範囲の記載（O） 新規性認定 

CASE４ 先行発明の数値範囲⊃本願発明の数値範囲 臨界的意義を判断 

CASE３ 先行発明の数値範囲⊂本願発明の数値範囲 新規性否定 

CASE２ 先行発明の数値範囲≠本願発明の数値範囲 新規性認定 

 

数値限定発明が、 
1) 公知された発明とはその効果が異質な場合や 

2) 公知された発明と比較して、限定された数値範囲の前後で顕著な効果の差が生じる場合などには 

新規性が否定されない。 

大法院 ２０１３．５．２４言渡２０１１Hu２０１５判決（数値限定発明の新規性判断基準に関する最初の大法院判例） 
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 数値限定発明 

進
歩
性
認
定
類
型 

[大法院 ２０１０．８．１９言渡２００８Hu４９９８判決] 特許登録された発明が、その出願前に公知になった発明

が有する構成要素の範囲を数値で限定して表現した場合において、 

類型① 
その特許発明の課題と効果が公知の発明の延長線上にあり、数値限定の有無のみに違いがあ
る場合には、その限定された数値範囲内外で顕著な効果の違いがある場合 

類型② 
特許発明の進歩性を認められる他の構成要素が付加されており、その特許発明での数値限定
が補充的な事項に過ぎない場合 

類型③ 
数値限定が公知の発明とは異なる課題を達成するための技術手段としての意義を持って、その
効果も異質な場合 

[特許法院２００７．１２．７．言渡２００７Heo２４９０判決] 

「。。。いわば数値限定発明の場合、数値限定の技術的意義、つまり  

 第一に、特定した数値と当該発明の作用効果の間の因果関係が明確(数値限定した理由が明確)でなければな

らず、 

 第二に、数値限定した範囲全体で異質的であるか量的に顕著な効果があるべきだという点 

については、当初の出願明細書に当該技術分野における通常の知識を有する者が明細書の記載自体を通じて認識

できる程度に記載されているべきであり、今後の実験資料により認定されるか確認できる数値限定の技術的意義を

もって当該数値限定発明に対し進歩性を付与することはできないが、。。。」 
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 数値限定発明 

（１） 進歩性が認められた事例：顕著な効果の認定 

[判決] (1) 技術的意義 「本件出願発明の明細書にはyの含有量が上記範囲の下限値未満であれば。。。十分焼結されずに分極できず、yの含有量が上記 

 

 

 

 

 

 

 

 

[判決]（１）技術的意義 「本件出願発明の明細書にはyの含有量が上記範囲の下限値未満であれば。。。十分焼結されずに分極できず、

yの含有量が上記範囲の上限値を超過すれば、電気機械結合計数(kt)は減少し。。。と記載されている。」 

（２）臨界的効果 「要するに、。。。yが０であればktは全然圧電性を有していない分極不可だったが、数値限定の下限のy＝０を超過した

０.１になるとktが１２.５％になり、数値限定の上限のy＝０.３でktは１１.０％であるが、Siの含量をただ０.０５mol追加したy＝０.３５ではkt

が分極不可と示されるので、本件第１項発明において数値限定した上限と下限の付近で、Si含有量の微細な変化によってもktが急激な

比率で変化する点と、数値限定した範囲内の試料３,４の場合、いずれも顕著な作用効果を示している点がわかり、従って、本件第１項

発明が属した技術分野における通常の知識を有する者であれば、数値範囲の下限付近の０と１の間と上限付近の０.３と０.３５の間にそ

れ以上の細分されたデータが提示されていなくても、明細書の【表１】に記載された実験データだけでも数値限定の顕著な作用効果を

十分追認できるので。。。」 

特許法院 ２００６．７．７．言渡 ２００５Heo８１０４判決 

[請求項１の数値限定] ０<y≤０．３ 
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 数値限定発明 

（２） 大法院 ２０１１Hu２０１５ 判決：異質的な効果の認定 

（２－１） 事件の概要 

 
 

数値限定が公知された発明とは、その効果が異質な場合や公知された発明と比較して、限定された
数値範囲の前後で顕著な効果の差が生じる場合などには新規性が否定されない。 

判決の要旨（大法院 2013.5.24. 言渡 2011Hu2015判決） 

（数値限定発明の新規性判断基準に関する最初の判例） 

請求項１ 比較対象発明１ 

【請求項 1 】 酸化インジウムと酸化亜鉛からなるIn₂O₃（ZnO）m「但

し、mは２ないし７の整数である」で表され、六方晶層状の化合物

を含有し、また＋４価以上の原子価を有する第３元素の酸化物を

０．０１ないし０．２原子％含有するスパッタリングターゲット。 

請求項１の全ての内容を開示しているが、

酸化物の含量を“２０原子％以下”と開示し

ている点のみ相違する。 

２０原子％以下 
（比較対象発明） 

０．０１～０．２原子% 
（請求項１）  
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 数値限定発明 

（２－２） 判決の主要内容 

① 本件第１項の発明において“0.01ないし0.2原子%”の数値範囲に限定したのは、スパッタリングターゲットの体積

抵抗率を低くしながらも、このターゲットを用いて製膜された透明導電膜のエッチング加工性も高めようとするた

めに選択された技術手段として判断される。  

② 比較対象発明には“第3元素の酸化物の比率を20原子%以下に限定する理由は、20原子%を超過すればこの

ターゲットから得られる透明導電膜でイオンの散乱が起きて導電性が極めて低下するためだ。”と記載されてい

る。  

③ 比較対象発明に第3元素の酸化物の含有量によってエッチングの特性を高めることができるという技術事項は

全く開示または暗示されていない。 

④ つまり、本件第１項の発明において、第３元素の酸化物の含有量に対する上記のような数値限定は比較対象発

明とは別の課題を達成するための技術手段としての意義を有し、更にそれによる効果も、スパッタリングター

ゲットの体積低効率を低くしながら、かつ透明導電膜のエッチング加工性も高めようとすることであって、比較対

象発明とは区別される異質的なものであるため、通常の技術者が適宜選択できる周知•慣用の手段に過ぎない

と見ることもできない。” 
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 結合発明の進歩性 

 

「。。。進歩性有無を決定する創作の難易度は、その技術構成の違いと作用効果を考慮して判断すべきであり、出願された技術の構成

が公知された先行技術と違いがあるだけでなく、その作用効果においても先行技術に比べて顕著に向上・進歩したものであるときには、

技術の進歩発展を図る特許制度の目的からして、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に発明できないも

のであって進歩性があるものと見なければならないが。。。」 

（旧判例）大法院 １９９９年１２月２８日 言渡 ９７Ｈｕ２４６０判決 

 

「。。。複数の先行技術文献を引用して特許発明の進歩性を判断するにおいては、 

 

(i) その引用される技術を組み合わせまたは結合すると当該特許発明に想到できるという暗示・動機などが先行技術文献に提示され

ているか、 

(ii) そうでなくても当該特許発明の出願当時の技術水準、技術常識、該当技術分野の基本的な課題、発展傾向、該当業界の要求等

に照らして、その技術分野における通常の知識を有する者が容易にそのような結合に至ることができると認められる場合には  

 

当該特許発明の進歩性は否定されると言えるので、。。。」 

（新判例）大法院 ２００７年９月６日 言渡２００５Ｈｕ３２８４判決 
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 結合発明の進歩性 

（１） 大法院２０１１．２．１０．言渡２０１０Hu２６９８判決 

1) 比較対象発明１はプリズム部の頭頂角を互い異ならせる構成を採用することで無光量角を除去するという課題

を解決することに技術的な特徴があるものであって、比較対象発明１で互いに異なる頭頂角の構成を除去して、

比較対象発明２に示されている同一な２面角の構成を導入することは、比較対象発明１本来の技術的な意味が

失われることになり、簡単に考え出しにくいだけでなく、 

2) 比較対象発明2は、プリズムフィルムの凹凸のピッチを意図的に不規則に配置する構成であるのに対し、比較

対象発明1は、頭頂角の異なるプリズム部等がシート全体にわたって繰り返し配置される構成であるという点で

も、互いに相反する。したがって、比較対象発明1、2にその技術を組み合わせ又は結合すると特許発明に想到

できるという示唆・動機などが提示されてもいない。 

技術分野 

特許発明 比較対象発明２ 

液晶用光指向性プリズムフィルム 

比較対象発明１ 

主要図面 

主要 
構成要素 

プリズムの繰り返しパターン 

同一な２面角 

プリズムの繰り返しパターン 

異なる２面角 

不規則なパターン 

同一な２面角 
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 結合発明の進歩性 

（２－１） 特許法院２０１５．９．１８．言渡２０１４Heo８９２２判決 

技術分野 

出願発明 比較対象発明２ 

バッテリ搭載構造 

比較対象発明１ 

主要図面 

主要 
構成要素 

[構成２] 前記バッテリ群（S1R,S1L）
に関する電気的接続を接続または
遮断する接続制御機器（３５ａ,３５ｂ,
３６ａ,３６ｂ,３６ｄ,３６ｅ） 

ブレーキボックス（３０）,ジャ

ンクションボックス（３９） 
審決(Ｏ), 判決(Ｘ) 

結合容易? 

[構成３] 前記接続制御機器（３５ａ,
３５ｂ,３６ａ, ３６ｂ,３６ｄ,３６ｅ）と前記
バッテリ端子（３ａ）とが前記スペー
ス（Ｇ）の内側に配置されること 

X 審決（容易想到可能） 
判決（容易想到不可） 

背骨部材（９）＝ 
出願発明のスペース（G） 
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 結合発明の進歩性 

（２－２） 特許法院２０１５．９．１８．言渡２０１４Heo８９２２判決 

目的 

審決（審判院） 

発明の目的においても、比較対象発明１は複数の

バッテリを予め組み立てしモジュール体として作業

性能を向上させることであり、比較対象発明２も電

池（バッテリ）の組立及び取出が容易であり、バッ

テリをスペース効率良く収納し動力線を合理的に

配線させることという点で、本件第１項出願発明と

その目的に共通点がある。従って、本件第１項出

願発明は、比較対象発明１・２に比べ目的の特異

性があると見なすことは難しい。 

判決（特許法院） 

しかし、比較対象発明１は電気自動車の製造時に各種のユ

ニットを個別に組み立てることによって工程数が増加し作業

が複雑になり、大量生産に不利であるといった従来技術の

問題点を解決しようとしたものであり、バッテリや複数の電装

機器などを予めアセンブリーモジュール化した後、少数のモ

ジュール体を車体に組み立てることによって効率的な組み立

てができるようにしたことにその技術的特徴があるので(乙第

１号証の識別番号 ［0003］～［0005］）、請求項１と技術的課

題および課題の解決手段が異なっているものである。 

出願発明 

「バッテリ群と電気機器の間に介在する
接続制御機器（３５,３６）の配置を最適化

することによって、必要なハーネス（３４）
の長さを短くすること」 

比較対象発明１ 比較対象発明２ 

「組立作業性を顕著に向上させ、作業能
力の向上、作業の容易化、量産性の向
上（中略）などを図る。」 

「動力線を合理的に配線できる電気自動
車の車体構造を提供」 
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 結合発明の進歩性 

（２－３） 特許法院２０１５．９．１８．言渡２０１４Heo８９２２判決 

［構成２］と比較対象発明２ 

【請求項１】。。。前記バッテリ群（Ｓ１Ｒ,Ｓ１Ｌ）に関する電気的接続を接続または遮断する接続制御機器（３５ａ,３５ｂ, ３
６ａ,３６ｂ,３６ｄ,３６ｅ）を備え（以下「構成２」）、。。。、バッテリ搭載構造。 

審決（審判院） 判決（特許法院） 

比較対象発明２の[００２３] 段落: 「この際、内側接続線１ ２ ２ を

背骨部材９ の中空部９ ０ 内に設け、電池グループを中空フレー

ム９ １ ａ ， ９ １ ｂ の中空部９ ２ 内に挿入したとき、最内端の電

池電極が自動的に内側接続線１ ２ ２ に接続する自動接続端子

を設けている。」 

自動接続端子＝ 
構成２（接続制御機器） 

「。。。その場合にも明細書の他の記載により特許範囲の拡張解

釈は許容されないことはもちろん、請求の範囲の記載だけで技

術的な範囲が明白な場合には、明細書の他の記載によって請

求の範囲の記載を制限解釈できない。」 

自動接続端子≠ 
構成２（接続制御機器） 

本件出願発明の明細書（甲第１号証）にも。。。従って、これらの

記載内容を総合すると、請求項１のスペースの内側に配置される

「接続制御機器」は、 

① バッテリ群の間を電気的に接続または遮断する装置（スイッチ

ボックス）と、 

② バッテリ端子とインバーターとを電気的に接続または遮断する

装置（ジャンクションボックス）を 

含むものと解釈できるので 
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 結合発明の進歩性 

（２－４） 特許法院２０１５．９．１８．言渡２０１４Heo８９２２判決 

［構成３］について 

【請求項１】。。。前記バッテリ群（S1R, S1L）はスペース（G）を間において複数配置され、前記接続制御機器（３５ａ,３５ｂ,
３６ａ,３６ｂ, ３６ｄ, ３６ｅ）と前記バッテリ端子（３ａ）とが上記スペース（G）の内側に配置されること（以下「構成３」） 

審決（審判院） 

「。。。つまり、構成２ー②の「接続制御機器」は請求の範囲の文言的解釈上、その符号

表示（３５ａ,３５ｂ,３６ａ,３６ｂ,３６ｄ,３６ｅ）に関わらず(符号表示は技術的な内容を把握す

るためであるので参考事項である）、構成２の文言的記載通り「電気的接続を接続また

は遮断するもの」であるが、これは比較対象発明２の動力線（１２０,１３０）が自動接続端

子（符号未表示、識別番号[0023]記載参照）により接続（または遮断）されるものである

という点で、両構成は別に違いが無い（図１参照）。たとえ、構成２－②の「接続制御機

器」を符号表示（３５ａ,３５ｂ,３６ａ,３６ｂ,３６ｄ,３６ｅ）部分まで含んで解釈し、これを「ジャン

クションボックスとスイッチボックス（３５ａ,３５ｂ,３６ａ,３６ｂ,３６ｄ,３６ｅ）と見なすとしても、こ

れは比較対象発明１の「ジャンクションボックス（３９）とコントロールユニット（３２,３３,３

４）」のような構成を、比較対象発明２の背骨部材（９,スペースに該当）の内側に単純配

置（配線）して通常の技術者が特に困難性なく導出できるものなので、ここに構成の困

難性や効果の顕著性があるとみなすことは難しい。従って、構成３は、通常の技術者が

比較対象発明２からまた比較対象発明１と２から容易に導出できる。」 

判決（特許法院） 

「上述の通り、請求項１の構成３は接続制

御機器及びバッテリ端子がバッテリ群の間

に形成されたスペースの内側に配置され

るものであるが、以下のような事情からす

ると、通常の技術者が比較対象発明１・２

から「接続制御機器及びバッテリ端子が

バッテリ群の間に形成されたスペースの内

側に配置される」構成を容易に導出できる

とは見なし難く、その効果もまた予測でき

ないと見なすべきである。」 
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 結合発明の進歩性 

（２－５） 特許法院２０１５．９．１８．言渡２０１４Heo８９２２判決 

構成３（相違点２）に関する判決での「以下のような事情」 

イ） つまり、請求項２はバッテリ群と電気機器の間に介在する接続制御機器の配置を最適化することで必要なハーネスの長さを短くさせ

ることをその技術的課題とし、このような技術的課題を解決するために、接続制御機器がバッテリ群の間に形成されたスペースの内側

に配置するようにすることをその技術的な特徴としている。（甲第１号証の識別番号［0005］～［0008］） 

ロ） しかし、比較対象発明１は、電気自動車の製造時に各種ユニットを個別に組み立てることによって工程数が増加し、大量生産に不

利であるといった従来技術の問題点を解決しようとしたもので、バッテリや複数の電装機器などを予めアセンブリーモジュール化した後、

少数のモジュール体を車体に組み立てることによって効率的な組み立てができるようにしたことにその技術的な特徴があるので（乙第１

号証の識別番号［0003］～［0005］）、請求項１と技術的課題及び課題の解決手段が異なっているものである。なお、請求項１の接続制

御機器に対応する比較対象発明１のブレーキボックス（３０）及びジャンクションボックス（３９）はバッテリボックス（２８）の前面または上

面に配置されているので（乙第１号証の識別番号［0055］）、スペースの内側に配置される請求項１の接続制御機器とは具体的な配置

位置でも違いがある。 

ハ） 。。。しかし、動力線を合理的に配線しようとする比較対象発明２の技術的課題が、バッテリ群と電気機器の間に介在する接続制御

機器の配置を最適化することによって必要なハーネスの長さを短くさせようとする請求項１の技術的課題と一部共通する側面があると

はいえるが、 比較対象発明２に接続制御機器に関する構成が一切開示されておらず、比較対象発明２は動力線を合理的に配線しよう

とする技術的な課題に関連して、電池からインバーターに及ぶ動力線を背骨部材の中空部内に配置する構成を提示しているだけで、接

続制御機器に関する構成をバッテリ群の間に形成されたスペースの内側（背骨部材の内部）に配置することを示唆や暗示してもいない。 
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 結合発明の進歩性 

（２－６） 特許法院２０１５．９．１８．言渡２０１４Heo８９２２判決 

構成３（相違点２）に関する判決での「以下のような事情」 

ニ） なお、比較対象発明２の背骨部材（９）は前部車両フレーム部（７）と後部車両フレーム部（８）とを剛性的に連結するだけでなく、断面

形状「ロ字状」の中空部（９０）を有し、その内部に動力線（１２０,１３０）を配置して外部の衝撃から動力線を保護する機能をする。（乙第２

号証の識別番号［００１３］、［００１６］、［００２２］）。しかし、接続制御機器は自動車のメンテナンスなどのために人為的にモータに供給さ

れる電力を遮断する時に使用される装置であって、その特性上、随時作動されるべきで、作業者の接近が容易になるように設置されな

ければならないので、このような接続制御機器の特性を考慮するとき、通常の技術者であっても接続制御機器を「ロ字状」の背骨部材の

内部に配置することを容易に案出することはできない。なお、作業者の接近が容易になるように「ロ字状」の背骨部材を「ㄷ」形状のよう

な開放構造に変更することも考えられるが、上記のように背骨部材の形状を変更する場合、通常の技術者であれば背骨部材の剛性が

低下するということを容易に予測でき、これは車体の剛性を維持し動力線を保護する背骨部材本来の技術的な意味を失わせることにな

るので、通常の技術者がそのような変形を容易に試みると見ることも難しい。 

ヘ） たとえ比較対象発明１のブレーキボックスを比較対象発明２に結合するとしても、比較対象発明１のブレーキボックスはバッテリボッ

クスの上面に配置されており、比較対象発明２は互いに独立している２個のバッテリ群がそれぞれ異なる部分に電力を供給する独立し

た電力供給構造を有しているので（乙第２号証の識別番号［００１９］～［００２０］）、通常の技術者であれば、バッテリ群の上部にそれぞ

れブレーキボックスを設置することを優先的に考慮するはずであると思われ、請求項１のようにバッテリ群の間に形成されているスペー

スの内側にブレーキボックスを設置するとは思われない。  

ト）。。。尚、比較対象発明２のバッテリ端子を請求項１の構成３のようにバッテリ群の間に形成されたスペースの内側（背骨部材の内部）

に配置するためには、背骨部材の側面に別途の溝などを形成してバッテリ端子を背骨部材の内部に進入させるような構造変更が伴わ

れるべきであるが、そのような構造変更が車体の剛性を維持し動力線を保護する背骨部材本来の技術的な意味を失わせることになっ

て、通常の技術者が容易に試みることができないのは上述した通りである。 
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 結合発明の進歩性 

（２－７） 特許法院２０１５．９．１８．言渡２０１４Heo８９２２判決 

判決（特許法院）/要約 

① 比較対象発明２の背骨部材（９）が本願請求項１のスペース（Ｇ）に対応することは認める。 

② しかし、接続制御機器{例えば、比較対象発明１のブレーキボックス(３０及びジャンクションボックス（３９）}を比較対

象発明１の背骨部材（９）に配置することは考えられない。なぜならば、接続制御機器はその特性上、随時作動さ

れるべきで、作業者の接近が容易でなければならないが、もし断面「ロ」字状の背骨部材（９）にこれを配置すると、

そうはならないからである。 

③ 尚、接続制御機器を背骨部材（９）に配置するために、背骨部材（９）の形状をスペースのように上が開放された

「ㄷ」字の形状に変更することも考えられない。なぜならば、そのように変更する場合、車体の剛性を維持し、動力

線を保護しようとする背骨部材（９）本来の技術的な意味を失ってしまうからである。 

構成３ 

出願発明 比較対象発明２ 比較対象発明１ 

結合
不可 

変形
不可 

http://www.google.co.kr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiRxbWp9MDQAhXCpJQKHbAVDisQjRwIBw&url=http://www.pictastar.com/tag/%EB%94%94%EA%B7%BF&psig=AFQjCNEDn2EGtnDLDKlw8MoixeoI29t_Vw&ust=1480060231627860
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 結合発明の進歩性 

（３－１） 特許法院２０１５．１２．１８．言渡２０１５Heo１５０８判決 

技術分野 

出願発明 比較対象発明２ 

バーナー 

比較対象発明１ 

主要図面 

主要 
構成要素 

(構成１）外周燃料ノズル（３, ５）と酸
化剤ノズル（２, ４） 

(構成２）中央の燃料酸化剤開始ノ
ズル（７） 

点火温度に到達すると、燃料及び
酸化剤 開示ノズル（７）を閉鎖。 

外周燃料ノズル（３３）と外周空気
ノズル（３５） 

X {中央の空気ノズル（３４）} 

X 

X 

燃料ノズル（６）及び空気ノズル（３） 

X{点火温度に到達しても、空気ノ
ズル（３）を開放} 

[判断の前提] 「比較対象発明１の中央空気ノズル（３４）を省略し、代わりに請求項１の開始ノズル（７）に対応する構成である比較対象

発明２の空気ノズル（３）及び燃料ノズル（６）を追加しなければならないが。。。」 
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 結合発明の進歩性 

（３－２） 特許法院２０１５．１２．１８．言渡２０１５Heo１５０８判決 

「比較対象発明１の中央空気ノズル（３４）を省略し、代わりに請求項１の開始ノズル（７）に対応する構成である比較対象発明２の空気ノ

ズル（３）及び燃料ノズル（６）を追加しなければならないが、上述した通り、比較対象発明１はバーナーの中央に中央空気ノズル（３４）を

配置し、外周同心円上に複数個の外周空気ノズル（３５）及び外周燃料ノズル（３３）を交互に配置して、２段燃焼と分割燃焼が同時に行

われるようにすることで、Ｎｏｘの発生を軽減させることにその技術的な特徴があるので、通常の技術者であっても２段燃焼のために必須

的に備えるべきである中央空気ノズル（３４）に関する構成を省略し、分割燃焼のための構成のみを採択することを容易に考慮できると

は見なし難く、比較対象発明２の空気供給ポート（３）及び燃料供給ポート（６）に関する構成を比較対象発明１に導入するほどの暗示や

動機も提示されていない。」 
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 医薬発明の進歩性 

（１）医薬用途発明では薬理機序は構成要素として不認定 

 医薬用途発明では物質が持つ特定の「医薬的用途」自体で発明の構成が成っているのであり、具体的な薬理機序が特許請求の範囲

を限定する構成にはなっていないと判断した事例。   

 「医薬用途発明では特定物質とそれが有している医薬用途が発明を構成するものであり（大法院 ２００９. １. ３０. 言渡 ２００６Ｈｕ３５

６４判決）、薬理機序は特定物質に不可分的に内在された属性であり、特定物質と医薬用途との結合を導出する契機に過ぎない。

従って、医薬用途発明の特許請求の範囲に記載されている薬理機序は、特定物質が有している医薬用途を特定する限度内でのみ発

明の構成要素として意味を有するだけで、薬理機序それ自体を特許請求の範囲を限定する構成要素と見なしてはいけない。」 

大法院２０１４．５．１６．言渡２０１２Hu３６６４判決 

特定物質 

医薬用途 
請求項１ 
(解釈） 

特定物質 

薬理機序 

医薬用途 
請求項１ 
(記載） 
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 医薬発明の進歩性 

（２）医薬の投与用法と投与用量は発明の構成要素として認定 

 

「。。。投与周期と単位投与量は組成物である医薬物質を構成する部分ではなく、医薬物質を人間などに投与する方法なので、特許を受

けられない医薬を使用した医療行為であるか、組成物の発明において比較対象発明と対比対象となるその請求の範囲の記載により得

られた最終的な物自体に関するものではないので、発明の構成要素と見なすことはできない。。。」 

（旧判例）大法院２００９．５．２８．言渡２００７Hu２９２６判決など 

（新判例）大法院２０１５．５．２１．言渡２０１４Hu７６８判決（全員合議体判決） 

エンテカビル一水和物・ 
Ｂ型肝炎治療剤 

確認対象発明 投与用量/１ｍｇ 投与用法/１日１回 

 確認対象発明で「エンテカビル」という化合物がＢ型肝炎治療剤として効果があるということが公知されていることを前提とし、その投

与周期と投与用量を発明の構成要素と見なし、以下の比較対象発明等と周知慣用技術から確認対象発明を容易に実施できると判断

した事例 

 「。。。医薬という物の発明において、対象疾病または薬効と共に投与用法と投与用量を付加する場合、このような投与用法と投与用

量は医療行為それ自体ではなく、医薬という物に新たな意味を付与する構成要素になり得ると見なければならず、このような投与用

法と投与用量という新しい医薬用途が付加され、新規性と進歩性などの特許要件を備えた医薬に対し、新しく特許権が付与されるこ

とが可能である。このような法理は、権利範囲確認審判で審判請求人が審判の対象とした確認対象発明が公知技術から容易に実施

できるかを判断する際にも同じように適用される、。。。」 
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 特許審判院の特許無効化率 

年度 ２００９ ２０１０ ２０１１ ２０１２ ２０１３ ２０１４ 

無効化率 
（％） 

６０．１％ ５３．１％ ５３．４％ ５２．１％ ４９．２％ ５３．２％ 

３１８/５２９ ３３６/６３３ ３７４/７００ ４０５/７７７ ３１７/６４４ ３１４/５９０ 

 高い無効率を減少させるための特許庁の努力 

 高い無効率に対する社会的な非難が強く、特許庁は特許無効率を減少させるための政策を強力に推進 

 特許法の改正: 特許取消審判制度の導入、特許決定後の職権審査 

 審査官１人当たり審査件数を軽減(２０１５年基準、１人当たり年２５０件の審査)  

 厳格になる特許審査 

 無効可能性のある特許を減少させるために、特許庁の審査はより厳格になってきている。 

 展望 

 広い請求の範囲を確保するためには、特許法院での訴訟を積極的に活用することが必要。 

 登録された特許を無効化させることが難しくなる。競合会社の特許を無効化させるためには綿密な検討が必要。 




